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平成２年改正（６．６％→５．５％） 

○ 金利の変動に対応し、退職金給付水準の向上のため、剰余金等を原資とし

て付加退職金を支払う仕組みを導入する。 

○ 予定運用利回りは、過去の経験に照らし、容易に運用実績がそれを割り込

む可能性のない水準とする。 

 

 

平成７年改正（５．５％→４．５％） 

○ 予定運用利回りは、長期的な財政の安定維持という観点から、累積赤字額

を増大させることのない水準とする。 

○ 制度の魅力維持という観点から、他の類似の制度の利回りと同等の水準に

設定する。 

 

 

平成１０年改正（４．５％→３．０％） 

○ 予定運用利回りは、少なくとも単年度の損失金が発生しない水準とする。 

○ 退職金水準の維持や制度の魅力維持に配慮しながら、累積欠損金の拡大を

防いで、制度の財政的安定を図る。 

 

 

平成１４年改正（３．０％→１．０％） 

○ 予定運用利回りは、今後制度が財政的に安定するよう、単年度収支が黒字

となり、かつ、累積欠損金の解消に確実に資する水準に設定する。 

○ 予定運用利回りを上回る運用実績を上げ、剰余金が生じた場合、それを累

積欠損金の解消にも充てるべきである。その際には、被共済者間の公平性等

を勘案して、剰余金の２分の１を累積欠損金の解消に、残りの２分の１を付

加退職金の支給に充てることを基本として、各年度ごとに当審議会の意見を

聴くこととする。 

○ 最近の激しい経済・金融情勢の変化に的確に対応し、予定運用利回りを見

直すことが可能となるよう、現在法律に規定されている予定運用利回りを前

提とした退職金額等について、政令事項に変更する。 

 




